
 

2020年（令和 2年）3月 13日 

 

 

 建設業者等の皆様へ 

 

福山市上下水道局経営管理部管財契約課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び 

業務の一時中止措置の延長等について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等に

ついて，2020年（令和 2年）3月 4日付けでお知らせしているところですが，一時中止

期間を 2020年（令和 2年）3月 19日まで延長できることについて，別紙のとおり，国

土交通省から通知がありましたのでお知らせいたします。 

なお，引き続き，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，工事従事者や業

務従事者の確保などの面で工事又は業務の継続が難しい状況がございましたら，工事及

び業務の担当課に御相談ください。 












